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4.3.7 削除 
不要になった申請前の情報を削除します。 

参照▶申請済情報の削除 ➡ 「4.3.10 破棄依頼」 

メインメニューで［施設認定］をクリックし、施設認定申請状況一覧画面を表示した状態から操作します。 

1 削除する情報を選択し、［削除］
をクリックする 

削除確認画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 内容を確認し、［実行］をクリック

する 

施設認定申請削除完了画面が表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ［OK］をクリックする 

施設認定申請状況一覧画面に戻ります。 
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削除設定した申請情報が一覧から削除さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.8 申請 
状況が申請前又は修正依頼の場合に申請します。 

メインメニューで［施設認定］をクリックし、施設認定申請状況一覧画面を表示した状態から操作します。 

1 申請する申請情報を選択し、［申
請］をクリックする 

施設認定申請先選択画面が表示されま

す。 
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2 申請先を選択する 

※左図は手数料納付対象外の申請の場

合の画面例です。 

 

メモ 

● ［申請先］をクリックすると、品目などに

対応した審査拠点が表示されます。 

 

 

 

手数料納付対象の場合、手順 3 に進んでください。 

手数料納付対象外の場合、［確認］をクリックしてください。施設認定申請情報確認画面が表示されます。手順 5 に進んで

ください。 

 

3 納付方法を選択し、振込画面に表
示する名称を入力※して［確認］を
クリックする 

※申請先によって表示される画面や入力

内容は異なります。 

振込画面に表示する名称は、申請先

が国で、「納付方法」で「電子納付」を

選択した場合のみ入力します。 

 

 

 

 

 

 

メモ 

● 「電子納付」を選択した場合は、「ペイジー料金振込画面のお名前欄に表示する名称」を入力してください。入

力する際には、半角カナ大文字、半角数英字大文字で入力してださい。 

● 申請先を変更せずに再申請を行う際は、納付方法の選択は不要です。 

● 認定後変更及び廃止の場合は、手数料は不要です。 

● 証明書の再交付を申請する場合は、事前に審査拠点に手数料納付が必要かを確認のうえ、申請を行ってくだ

さい。手数料納付が不要な場合は納付方法選択にて「その他」を選択し申請してください。 

 

確認メッセージが表示されます。手順 4 に

進んでください。 
 

4 ［OK］をクリックする 

選択した手数料納付方法によって表示さ

れるメッセージが異なります。左図は「電子

納付」を選択した場合の画面例です。 

  

＜手数料納付対象で申請先が国の場合＞ 
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5 内容を確認し、［申請］をクリック
する 

 

メモ 

● 本画面の内容を出力することができます。

［印刷］をクリックしてください。別ウィンド

ウで印刷画面が表示されます。 

 

施設認定申請先確認完了画面が表示さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ［OK］をクリックする 

申請状況一覧画面に戻ります。 
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申請した証明書の申請状況ステータスが

「申請中」になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.9 参照 
入力した申請情報をダウンロードしたり、印刷したりできます。 

■申請書ダウンロード 
メインメニューで［施設認定］をクリックし、施設認定申請状況一覧画面を表示した状態から操作します。 

1 ダウンロードする情報を選択し、
［参照］をクリックする 

選択した情報の内容が表示されます。 
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2 画面下部の［申請書ダウンロード］
をクリックする 

 

メモ 

● 本画面の内容を出力することができます。

［印刷］をクリックしてください。別ウィンド

ウで印刷画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜Microsoft Edgeの場合の例＞ 

ダウンロードフォルダーにファイルがダウンロー

ドされ、ブラウザーにダウンロード結果が表

示されます。 
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4.3.10 破棄依頼 
不要になった起案済、承認依頼、承認済情報の破棄を依頼します。 

参照▶申請前情報の削除 ➡ 「4.3.7 削除」 

参照▶認定済情報の削除 ➡ 「4.3.12 認定後廃止」 

メインメニューで［施設認定］をクリックし、施設認定申請状況一覧画面を表示した状態から操作します。 

1 破棄依頼する情報を選択し、［破
棄依頼］をクリックする 

施設認定破棄依頼画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 破棄理由を入力し、［確認］をク
リックする 

施設認定破棄依頼確認画面が表示され

ます。 
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3 確認し、［実行］をクリックする 

施設認定破棄依頼完了画面が表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ［OK］をクリックする 

破棄依頼が完了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請状況一覧画面に戻ります。 

破棄依頼した施設の状況ステータスが、

「破棄依頼」に変更されます。 

破棄が承認されると、状況ステータスが「破

棄」に変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


